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令和４年１月から３月までの最低賃金の履行確保に係る監督指導結果  

～最低賃金法違反率は 18.3％（前年に比べ 12.2ポイント増加）～ 
 

最低賃金制度は賃金の低廉な労働者の労働条件の改善を図るセーフティネットと

して重要な役割を有しており、宮城労働局（局長 小林 健）では、昨年 10月１日に

宮城県最低賃金を時間額 853円に改正し（28円引き上げ）、同年 12月 15日から 12

月 24日までの間に「鉄鋼業」「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情

報通信機械器具製造業」「自動車小売業」にそれぞれ適用される特定最低賃金を改

正し(26円から 28円の引き上げ)、県内の各種団体、事業場、地方公共団体等をはじ

め幅広くその周知広報を行ってきました。 

さらに宮城労働局では、最低賃金の履行確保を図るため、令和４年１月から３月

までの間に県内の全ての労働基準監督署において、集中的な監督指導を実施しまし

たが、今般その結果を取りまとめましたので以下のとおり発表します。 

 

 １ 最低賃金法違反の状況（別紙参照） 

（１） 監督実施事業場数等（表１） 

・240 事業場に対し監督指導を実施 

・最低賃金額未満の賃金額で労働者を雇用していた事業場数は 44事業場 

・最低賃金の違反率は 18.3％（前年度は 6.1％であり 12.2 ポイント増加） 

 

（２） 最低賃金額未満の労働者数（表 1） 

・ 最低賃金額未満の労働者数は 102 人 

・ 監督実施事業場全労働者数に占める割合は 6.1％ 
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（３） 最低賃金額未満の労働者のうちのパート・アルバイト及び 65 歳以上の

者の割合が多かった。 
 

（４） 監督実施事業場の最低賃金に対する認識（表２） 

・宮城県の最低賃金額を知っていた 87.9％ 

・額は知らないが最低賃金が適用されることを知っていた 10.4％ 

・最低賃金が適用されることを知らなかった 1.7％ 
 

（５） 最低賃金額以上を支払っていなかった主な理由（表３） 

①「適用される最低賃金額を知らなかった」15事業場・30.6％ 

②「月給制の労働者について，時間額に換算して最低賃金額以上の金額とな

っているか比較していなかった」9事業場・18.4％ 

③「最低賃金改定を知っていたが賃金改定をしていなかった」7事業場・

14.3％ 

     なお、その他が 18事業場で 36.7％を占めているが、「売上減・コスト

増により最賃額を支払うことができなかった」、「改定時期を失念してい

た」「合意があればいいと思っていた」などであった。 
 

２ 改善指導 

最低賃金額以上の賃金額を支払っていない事業場に対しては、最低賃金改定時

に さかのぼって最低賃金額以上の賃金を支払うよう改善指導を行った。 
 

３ 今後の対応 

宮城労働局では、引き続き、最低賃金制度及び最低賃金額について幅広く周

知を図るとともに、事業場に対しては最低賃金が適切に支払われているかを監

督指導等を通じて確認し、最低賃金の履行確保を図ることとしている。 

さらに，最低賃金引上げの影響が大きい中小企業・小規模事業者に対して，

生産性を向上させるための助成金の活用等の支援策について周知を図る。 
 

４ その他 

  第２回宮城地方最低賃金審議会は、金額改定に関する労使の主張等を議題と

して７月 28日（木）13:30から開催します。 
 

《参考資料》 

１ 宮城県の最低賃金 

２ 令和４年度 業務改善助成金（通常コース）のご案内 

３ 「業務改善助成金特例コース」のご案内 

４ ～中小企業・小規模事業者等のみなさまへ～ 

  



最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果(令和 4 年 1 月～3 月) 

表１ 監督実施事業場数、同労働者数 

監督実施 

事業場数 

最低賃金 

未満 

事業場数 

違反率 

(%) 

監督実施 

事業場 

全労働者数 

最低賃金額未満労働者 

数 
比率 

（%） 

 

うち 

ﾊﾟｰﾄ・ 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ数 

同比率 

（％） 

うち 

65 歳 

以上 

同比率 

（％） 

240 

(244) 

44 

（15） 

18.3 

（6.1） 

1，666 

（1，939） 

102 

（27

） 

6.1 

（1.4） 

78 

（24） 

76.5 

（88.9

） 

31 

（7） 

30.4 

（25.9

） 

※ （ ）内は令和３年 1 月～3 月の監督実施結果(以下同じ） 

 

表２ 事業場における最低賃金に対する認識 

理        由 事業場数 割合％ 

適用される最低賃金額を知っている。 211 87.9 

最低賃金額は知らないが、最低賃金が適用され

ることは知っている。 
 25 10.4 

最低賃金が適用されるとは知らなかった。    4    1.7 

合     計 240  

 

表３ 最低賃金額以上を支払っていなかった理由 

理        由 事業場数 割合％ 

適用される最低賃金額を知らなかった。 15 30.6 

月給制の労働者について，時間額に換算して最

低賃金額以上の金額となっているか比較してい

なかった。 

9 18.4 

最低賃金改定を知っていたが賃金改定をしてい

なかった。 
7 14.3 

その他（高齢者には適用されないと思っていた、

売上減・コスト増により最賃額を支払うことが

できなかった、次年度に改定すればよいと思っ

ていた等） 

18 36.7 

合     計 49  

※ 複数回答可のため事業場数の合計は最低賃金額以上を支払っていなかった事業場数

を超える。 

別紙 



【参考】 最低賃金を主眼とした監督指導の実施状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフは監督を実施した年度を単位として作成しています。 

最賃額    696 円 710 円 726 円 748 円 772 円 798 円 824 円 825 円 853 円 

引上額       11 円 14 円 16 円 22 円 24 円 26 円 26 円 1 円 28 円 
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